
松本市都市計画マスタープラン（案）に対するパブリックコメントの結果について 

 

１ 募集期間 

  令和３年１１月１７日（水）から１２月１７日（金）まで 

 

２ 閲覧方法 

 ⑴ 市ホームページ 

 ⑵ 窓口（都市計画課、行政情報コーナー、各地域づくりセンター） 

 

３ 実施結果 

 ⑴ 件数 

   １６件（５人） 

 ⑵ 提出方法 

  ア 窓口持参    １件（１人） 

  イ 郵送      １件（１人） 

  ウ ファクシミリ  １件（１人） 

  エ 電子メール  １３件（２人） 

 ⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの １件 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれているもの ７件 

ウ 参考とする意見 案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考とするもの ６件 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの １件 

オ その他 案の内容に関する質問等 １件 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

第３ 全体構想 

３ 松本市が目指す 

都市構造 

⑴ 基本的な考え方 

⑶ 将来の都市構造 

地域拠点への都市機能集積

については、中心市街地の地位

低下や郊外化の懸念があるの

で、必要最⼩限で良いのではな

いか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

都市中心拠点（中心市街地）は、

松本都市圏からの利用を想定し、

高次の都市機能を集約すること、

地域拠点は、地域拠点及びその周

辺の利用を想定し、身近な商店や

医療・福祉サービス施設等を配置・

誘導するなど、各拠点の役割に応

じた誘導や整備を進めることとし

ています。これにより中心市街地

の低密度化や郊外部の無秩序な開

発を抑制し、市域全体として持続

的に発展することを目指していき



ます。 

 

２ 

第３ 全体構想 

４ 分野別の都市整

備の方針（土地利用） 

⑶ 土地利用方針 

 

第４ 地域別構想 

１ 中央部地域 

 

「中央部地区」の「都市型複合

業務地区」において、新しいマ

ンションの建築が計画されて

いる。高層建築により生活が侵

害されると考えるが、マスター

プランに反映されていない。本

プランを策定する前に、マン 

ションデベロッパー等によっ

て生活を侵害されることを抑

制できる法整備が急務である。

早急に現状の中高層建築から

市民の生活を守る条例の整備

を実行して欲しい。 

【ウ 参考とする意見】 

都市型複合業務地区は、「各種業

務施設と都市型住宅から構成され

る高密度な土地利用の形成を進め

る」としています。また、地域別構

想の中央部地域【環境保全形成】に

おいては、商業や金融の中心地と

して発展してきた歴史的経緯を踏

まえ、建築物等の高さ等に対する

制限を適切に導入することとし、

高密度な土地利用を進めつつ環境

保全に配慮したまちづくりを進め

ていく方針としています。 

現行制度である景観計画やまち

づくり協定等の取組みの参考とし

ます。 

 

３ 

第４ 地域別構想 

１ 中央部地域 

②まちづくりの方針 

高度利用地区を増やしたり、

高さなど規模の最低限度を設

定すると良いのではないか。駅

前地区は⾼い建物を建て、都市

機能の強化に繋
つな

げて欲しい。ま

た、建物同士が連携するような

構造にできると便利ではない

か。 

【イ 趣旨同一の意見】 

中央部地域のまちづくりの方針

において、中心市街地は、多様な高

次都市機能を集約し利便性が高い

まちを目指すこととしています。

また、都市機能の集積・誘導に対し

て必要かつ効果的と判断される場

合は、適切な用途地域への見直し

などの方策を検討していきます。 

 

４ 

第４ 地域別構想 

１ 中央部地域 

②まちづくりの方針 

駅や駅前に地下駐⾞場やペ

デストリアンデッキなどを造

り、立体化を促進することによ

り、利便性や集客性が向上する

のではないか。現在よりも更に

駅施設の複合化（例：宿泊施設、

診療所、市役所の出張所の設置

など）を進めると良いと考え

る。 

【イ 趣旨同一の意見】 

中央部地域の整備方針におい

て、松本駅は松本市における重要

な交通結節点であり、周辺のにぎ

わいを創出するために、交通結節

機能の充実を目指すこととしてい

ます。具体的には、交通事業者等と

の連携により、多様な交通手段の

シームレスな乗換えや各施設の整

備等の効果的な取組みを検討しま

す。 

 

５ 

第４ 地域別構想 

６ 南部地域 

②まちづくりの方針 

 

沿道型商業施設が林立して

郊外化が進むのを抑えるため

に、南松本から村井までの19号

沿線の準工業地域に特別用途

【イ 趣旨同一の意見】 

 国道 19号沿線については、複合

業務地区として位置付け、複合的・

多機能な土地利用の形成を目指し



 地区として大規模集客施設制

限地区を設定し、あまり大きな

郊外型店舗ができないように

した方が良いのではないか。 

ます。特に、大規模集客施設につい

ては、都市機能を増進する施設と

なるため、立地適正化計画におい

て、都市中心拠点・地域拠点の都市

機能誘導区域内に立地誘導してい

く考えです。 

 

６ 

第４ 地域別構想 

６ 南部地域 

 

 

国道 19 号線の拡幅のために

用地買収を進めて欲しい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

国道 19号は、全体構想の将来の

都市構造において、都市間を連携

する重要な軸であることを位置付

けており、事業化に向けた取組み

を図ります。 

 

７ 

第４ 地域別構想 

８ 河西北部地域 

③拠点形成と土地利

用 

島内駅周辺を地域拠点とす

るとの位置付けであるが、中心

市街地へ向かう住民をそこに

とどめるだけの魅力も集積も

無いと感じる。今後どのような

生活サービスの機能の誘導・充

実をするのか具体的に示して

いくことが大切。地域住民が何

を求めているか知ることが最

優先である。 

【ウ 参考とする意見】 

 地域拠点では、拠点周辺の市街

地への生活サービス提供により、

高齢者や子育て世代が安心して生

活できるまちを目指します。 

具体的に誘導する施設は、地区

別意見交換会等での意見を踏ま

え、立地適正化計画に位置付けて

おり、今後、誘導施策の充実を図り

ます。 

 

８ 

第４ 地域別構想 

８ 河西北部地域 

④整備方針（公共交

通） 

ＪＲ大糸線島内駅と島高松

駅は大切なインフラである。利

用者減少により、将来にわたっ

て駅機能が発揮されるか危惧

されることからパークアンド

ライドの導入を位置付けるべ

き。特に島高松駅周辺は必要な

用地が確保できると考えられ

る。 

【ウ 参考とする意見】 

 パークアンドライドは、中心市

街地への自動車流入を抑制し、公

共交通への乗換えを促進する施策

です。 

交通体系の整備方針において、

駅やバス停の立地や需要に応じ

て、パークアンドライド駐車場の

設置拡大を進める方針を示してい

ます。ご意見の具体的な取組みに

ついては、松本市総合交通戦略に

基づく事業実施の参考とします。 

 

９ 

第４ 地域別構想 

８ 河西北部地域 

④整備方針（公共交

通） 

 

鉄道の利便性向上とあるが

具体的に何を指すのか。一案と

して電車の時刻にあわせた地

域コミュニティバス等（タク 

シーも含め）との連携（午前午

後１回程度）も検討すべき課題

と考える。 

【ウ 参考とする意見】 

 整備方針として、交通事業者等

との連携による利便性向上の方向

性を示しています。ご意見の具体

的な取組みについては、松本地域

公共交通計画に基づく事業実施の

参考とします。 



10 

第４ 地域別構想 

８ 河西北部地域 

 

地域の迷惑施設（ゴミ焼却

炉、し尿処理施設等）を、そこ

に存在する意味がある施設と

なるよう具体策が必要ではな

いか。特にあずさセンターは処

理量も減少し下水処理施設と

の一体的運営を検討する時期

であり、後利用として分散型庁

舎の一翼を担う位置付けにす

る等発想の転換に期待したい。 

【ウ 参考とする意見】 

 ごみ処理施設等は都市活動を支

える重要な施設であり、引き続き

維持していく必要があると考えま

す。ご意見は、今後の個別施策の参

考とします。 

11 

第４ 地域別構想 

８ 河西北部地域 

 

島立地区や島内地区は農地

が広がる美しい景観を有する

地区なので、全体的に農地を保

全する方針の方が良いと考え

る。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 島立地区や島内地区に形成され

た農地や農村集落は、全体構想の

土地利用方針において田園集落地

区としており、優良農地の保全を

図るとともに、農村集落地の生活

環境の維持・向上を図ることとし

ています。また、地域別構想（河西

北部地区）の将来像やまちづくり

の方針においても農地の保全や営

農環境との調和を位置付けていま

す。 

 

12 

第４ 地域別構想 

８ 河西北部地域 

④整備方針（施設整

備） 

既存、新設問わずインター周

辺の開発は抑制し、倉庫やガソ

リンスタンドなど、インター周

辺という立地に合った施設の

展開で良いのではないか。イン

ター周辺は利便性が高く、商業

施設が集中すると、中心市街地

の求心力が低下しかねないと

考える。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 インターチェンジ周辺は、優良

農地の保全を基本としています。

その上で、全体構想の都市活力を

創出する計画的な産業集積や産業

振興に向けた方針において、既存

の産業団地及びその周辺での受け

入れが困難な場合は、交通利便性

が高いことを踏まえ、松本市の特

性を活かした都市活力を創出する

ための産業誘致や地域産業との連

携に向けた土地利用を検討する方

針としています。 

 

13 

第４ 地域別構想 

８ 河西北部地域 

②まちづくりの方針 

島内駅周辺の住宅は都市型

ではなく低層の閑静な住宅地

の方が地域の特性に合ってい

るのではないか。 

【オ その他】 

 島内駅周辺は都市機能が集積し

ていることや交通利便性が高いこ

とを踏まえ、立地適正化計画にお

ける都市機能誘導区域の位置付け

と連携するために都市型住宅とし

ています。 



 

14 

第４ 地域別構想 

９ 河西南部地域 

 

和田地区は都市計画法に指

定され 50 年を経て、農地所有

者の高齢化や農地の地価低下

など大変厳しい状況である。マ

スタープランでは農業環境保

全ゾーンとなっているが、線引

き後の 50 年間の変貌の検証を

行いマイナス地区はどうすれ

ば良いかを考えてほしい。都市

計画法の指定を返上し、松本市

独自の都市計画条例の制定や、

既存集落の上下水等が敷設さ

れている道路から 150ｍ～200

ｍの範囲を市街化区域にする

など大胆な設定をお願いした

い。そうすれば農地保有者も救

われ、人口減少に対しても東京

圏からの誘致を勧める受け皿

にもできるのではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

 松本市は、市街地の無秩序な拡

散を抑制し、計画的な規制・誘導を

行うために市街化区域と市街化調

整区域に区分する区域区分が定め

られています。新たに市街化区域

を大幅に拡大することは、人口密

度の低下を招き、インフラ施設の

維持も困難となることから、持続

的な都市としていくために、現在

の市街化区域の規模を維持してい

く考えです。 

 その上で、市街化調整区域にお

ける課題に対して、今回の計画で

郊外部の地域コミュニティ維持に

向けた方針を定め、都市計画制度

等の活用による生活利便性の維持

や定住人口の確保を図ることとし

ています。ご意見については趣旨

を踏まえて今後の参考とします。 

 

15 

第４ 地域別構想 

１２ 奈川地域 

④整備方針（環境保

全形成） 

環境保全形成の豊かな自然

環境の保全の項目に、奈川地区

の最大の特色である旧野麦街

道に関する歴史的資源の保存

活用に関する記述がありませ

ん。項目として追記の整理をお

願いしたい。 

【ア 反映する意見】 

ご意見を踏まえ、環境保全形成

の項目に旧野麦街道に関連する記

載を追記します。 

16 

第５ 都市計画マス

タープランの実現に

向けて 

３ 周辺自治体や関

係機関との連携 

松本圏域を対象とした「都市

計画区域の整備、開発及び保全

の方針」ではハード面を中心と

した意識の共有化等が示され

ているが不十分ではないか。一

人ひとりの住民は自然の景観

や歴史的・文化的景観を享受す

る権利がある。特に景観権につ

いては自然の風景全体につい

て住民が持つ権利の筈
はず

であり、

市村境にある景観を損なう建

物等について是正等を要望す

ることのできる協定等を念頭

に置いて計画樹立をされたい。 

【エ 対応が困難な意見】 

 松本圏域を対象とした「都市計

画区域の整備、開発及び保全の方

針」は広域的な観点から長野県が

策定を進めています。 

隣接自治体の建物等に対する景

観是正等について、本計画に具体

的に位置付けるものではありませ

んが、広域的な景観への配慮の取

組みに関しては、長野県や隣接自

治体と情報共有していきます。 


